
公社等外郭団体の改革方針（案） 

団体名 （財）千葉県教育振興財団 所管所属名 教育振興部生涯学習課 

事
業
内
容 

（１）社会教育の推進及び学校教育の支援 

（２）スポーツの振興 

（３）埋蔵文化財の発掘調査の受託及び普及等事業の実施 

（４）千葉県から受託する事業及び施設の管理運営 

（５）スポーツ振興基金の造営及びこれに基づく助成事業の実施 

（６）その他この法人の目的を達成するために必要な事業 
年度（単位：千円） H18 H19 H20 
総資産 1,979,543 1,927,805 2,167,426
負債 385,903 273,134 453,875
資本 1,593,640 1,654,671 1,713,551

貸
借
対
照
表 

累積損益 1,590,640 1,651,671 1,710,551
総収入 3,019,105 3,532,847 3,200,168
経常損益 1,317,151 61,032 58,879
当期損益 1,317,151 61,032 58,879

損
益
計
算
書 

減価償却前当期損益 1,317,151 61,032 58,879
 借入金残高 0 0 0
委託料 873,747 846,954 1,014,896
補助金・負担金 161,074 155,827 136,392

財
務
状
況 

県
財
政
支
出 その他 0 0 0
（団体の必要性） 
教育・スポーツ部門については、県施設との共催事業、県施設の指定管理受託事業、

教育誌の有償頒布など社会教育の推進、学校教育の支援に貢献している。 
また、スポーツ振興基金の管理・運営、及び国際千葉駅伝の運営を通じて県内のス

ポーツ振興に寄与している。 

文化財センターが行っている発掘調査事業は、国、県等の公共事業に係る大規模な

ものが主体であり、現状では他に受け皿となり得る体制を有した民間調査組織がない

ため、本財団において実施する必要がある。  

団
体
の
必
要
性 

県
関
与
の
必
要
性 （県関与（人的・財政的）の必要性） 

教育・スポーツ事業の公共性、公益性を勘案し、当事業の収入をもって充てること

ができない経費については、県の財政支援は必要である。 

また、文化財センターの技術職員（県職員）には専門的知識を有する県職員が派遣

されており、事業量に応じた派遣が必要である。  

分類 縮小 過
去
の
見
直
し
方
針 

・ 財団の自主事業については、平成 18年度の実施状況を検討し、さらに県民のニー
ズにあった事業とするため見直しを図る。 

・ 文化財センターの受託事業については、民間調査組織への委託が可能な作業の検

討を行い、事業を縮小していく。 

３９



現
在
ま
で
の
取
組
状
況 

・ 財団の自主事業については、県等との共同事業の廃止、共催・利用者サービス事

業の縮小、国際千葉駅伝業務の効率化などの見直しを実施した。 

・ 文化財センターでは、発掘調査における遺構測量業務、整理作業における実測業

務の一部を民間調査組織に継続的に委託することにより、職員数の縮減を図ってい

る。 

・ 出土品の保管や普及活用等事業は、本年度より教育委員会が一部を直接実施して

いるため、財団の当該事業は縮小している。 
 

                 H18.4.1 現在    H21.9.1 現在 

職員数   １１７人  →    ９６人 

 

役
職
員
の
状
況 

常勤役員   14 ３名⇒ 21 ２名
 うち県ＯＢ 14 ２名⇒ 21 １名
 うち県派遣 14 １名⇒ 21 １名

常勤職員   14１０２名⇒ 21 ９７名
 うち県ＯＢ 14  １名⇒ 21  ４名
 うち県派遣 14 ９８名⇒ 21 ８８名

課
題 

・ 民間調査組織の未成熟 
・ 発掘調査等における民間調査組織への更なる委託可能分野の検討・実施 
・ 事務の効率化・省力化 
・ 組織及び分掌事務の再編成の検討・実施 

分類 縮小 

今
後
の
改
革
方
針
（
案
） 

・ 財団自主事業 
 自主事業は、事業の必要性を再検討するとともに運営の効率化を図り、更なる県

民のニーズにあった事業とするための見直しを図る。 
 
・ 一般調査受託事業 
  引き続き、発掘作業における遺構実測業務、整理作業における土器実測・石器実

測業務などの一部作業を民間調査組織へ委託することにより、事業の迅速・効率化

を図るとともに、民間調査組織への委託が可能な作業の検討を進める。 
 
 
 

 


